
千葉県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金 

（小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援） 

に関する Q＆A 

 

Ｑ１ 事業を実施する場合、事業実施期間は、いつからいつまでになるのか。 

Ａ１ 事業実施期間は、募集開始の日（令和７年１１月１７日）から令和８年

２月末日までとなります。募集開始前（令和７年１１月１７日）よりも前

に着手、契約及び実施した事業は原則、補助対象外となります。 

 

Ｑ２ 事業の補助対象経費は、どのようなものか。 

Ａ２ 以下の要件に該当する小規模法人を中心とした複数の法人により構成さ

れる事業者グループ（以下「事業者グループ」という。）が、地域の状況

や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育

成や経営改善に向けた取組に要する経費を補助するものです。 

［要件］ 

（１）１法人あたり１の訪問介護等事業所を運営する法人 

（２）運営する訪問介護等事業所の月延べ訪問回数が平均 200 回以下である法

人 

（３）運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均５人以下の法

人 

（４）運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等に所在する法人 

［具体的取組の例］ 

・人材育成に係る取組（業務継続計画や衛生管理、虐待防止等に係る合同研修 

の実施等） 

・事務処理部門の集約、外部化（人事管理、請求業務等の専任職員の雇用等） 

・人材確保に係る取組（一括して行う人材募集・採用活動（合同説明会等）、 

職場の魅力発信等） 

・従業者の職場定着に係る取組（一括して行う健康診断、ストレスチェック

等） 

・業務システムの共通化（人事管理、請求業務等） 

・協働化等に合わせて行う ICT インフラの整備 

・物品調達の合理化のための共同購入の取組 

 

Ｑ３ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援を申請する場合、事業者

グループを構成する全ての法人がそれぞれ申請をする必要があるか。 

Ａ３ 申請にあたっては、事業者グループの中から代表となる法人（以下「グ

ループ代表」という。）を定めた上で、グループ代表が申請を行うことと

し、事業者グループ全体に対する補助金をグループ代表が受けることとな

ります。 



Ｑ４ 申請は、各事業所単位で行うのか。 

Ａ４ 交付申請や実績報告等の手続は、法人単位とし、代表法人が申請を行う

ようお願いします。なお、Ｑ６のとおり、交付申請を行う前に県へ事前協

議を行うようお願いします。 

 

Ｑ５ 事業者グループの代表法人の所在地が千葉県外でも対象となるのか。 

Ａ５ 所定の要件に該当する法人が事業者グループに含まれていれば、対象と

なります。 

 

Ｑ６ 補助金の交付を希望する場合、交付申請を行えば、すべて審査の対象と

なるのか。 

Ａ６ 交付対象団体は１事業者グループを予定しています。そのため、交付を

希望する場合は、交付申請の前に所定の書類を添付の上、グループ代表か

ら県へ事前協議を行っていただくこととなります。事前協議の結果、県か

ら内示があった場合にグループ代表から交付申請を行っていただくことに

なります。 

 

Ｑ７ 補助事業のスケジュールは、どうなっているのか。 

Ａ７ 補助事業スケジュールは、以下のとおりです。 

 

※精算払いの場合のスケジュールです。概算払いを受けることもできます。 

 

 

 

１ 事前協議依頼書の提出 事業者グループ代表→県
令和７年１２月１７日まで

（事前にご連絡をお願いします。）
２ 内示 県→事業者グループ 本事業の対象となった事業所へ内示

３ 交付申請書の提出 事業者グループ代表→県 内示を受けた後２週間以内に提出

４ 交付申請書の審査 県 交付申請書を受付次第、審査等の実施
５ 交付決定通知の発出 県→事業者グループ 審査が終わり次第発出

６ 事業の実施 事業者グループ

計画に基づき事業を実施する。
※対象とする事業実施期間

（協働化・大規模化実施期間）は、
令和７年１１月１７日から令和８年２月末日

までです。

７ 実績報告書の提出 事業者グループ代表→県
事業完了後３０日以内又は令和８年２月末日ま
でのいずれか早い日までに提出してください。

８ 実績報告書の審査
  補助金の額の確定

県→事業者グループ
実績報告書の審査等の実施

不備等なければ、額の確定通知を発出。
９ 請求書の提出 事業者グループ代表→県 額の確定通知の受理後すぐに
１０ 補助金の支払い 県→事業者グループ 請求書を受付後、審査が終わり次第支払い



Ｑ８ 交付対象が１事業者グループとのことだが、複数の事業者グループから

交付の希望があった場合、どのような基準で選定するのか。 

Ａ８ 複数の事業者グループから県へ事前協議があった場合、事業効果や実現

可能性等のほか、次の事項を総合的に考慮し、優先順位を決定の上、選定

を行います。選定された１グループに対し、県から内示を行います。 

ア 所定の要件に該当する訪問介護等事業所が、同一建物減算（同一敷地内

建物等に居住する者への提供）に該当していないこと。 

イ 中山間地域等に所在していること。 

ウ 所定の要件に該当する訪問介護等事業所の月延べ訪問回数が平均 200 回

以下であること。 

エ 所定の要件に該当する訪問介護等事業所の常勤換算職員数が平均５人以

下であること。 

オ 他の都道府県において、同事業の交付決定を受けていないこと。 

 

Ｑ９ 経験年数が少ないホームヘルパー等への同行支援と小規模法人等の協働

化・大規模化の取組の支援の両方の事業を実施することは可能か。 

Ａ９ 同一の法人が両方の事業を実施することは可能です。ただし、それぞれ

の事業毎の補助基準額以内での交付となります。補助基準額を超える部分

については、各事業所の自己負担となります。 

 

Ｑ１０ 中山間地域等とはどこか。 

Ａ１０ 中山間地域等とは、「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域」（平

成２１年厚生労働省告示第８３号）の第１号に定める地域をいいます。参

考に「事業計画書 別紙２－１（同行支援）」のエクセルに一覧を記載し

ていますので御活用ください。 

 

 


